
電子申請が
可能になります！
各種給付金（傷病手当金等）や任意継続健康保険、特定健診受診券等のお手続きについて、
電子申請サービスがご利用いただけるようになります。

協会けんぽでは、すべての加入者さまと
つながるスマートフォンアプリケーション
「けんぽアプリ」をリリース予定です。

利用可能時間

平日８時～21時
利用対象者

電子申請利用の流れ

●被保険者
●被扶養者（一部申請に限る）
●社会保険労務士
※被保険者と被扶養者は、マイナンバーカードで本人確認を行うため、
マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用可能です。
※社会保険労務士は、事前にユーザーID/パスワードの取得が必要です。また、
特定健診受診券および特定保健指導利用券にかかる申請代行はできません。

※土日祝日および
　年末年始（12/29～1/3）
　を除く

令和８年
1月13日（火）
８時から
利用開始予定！

令和８年
１月から！

各 種 お 手 続 き の 詳しくはコチラ！

令和8年1月下旬
スタート予定！

けんぽアプリをリリースします
●電子申請の利用
●皆さまの健康に役立つ情報のお届け

段階的に様々な
便利機能を

追加予定
アプリで
できること

これからは電子申請、けんぽアプリをぜひご利用ください！

「協会けんぽホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン

希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用して本人確認を実施

申請情報を入力
※添付書類は電子ファイルでアップロード

Step1

Step2

Step3

申
請
完
了

電子申請ってこんなに ｢便利｣ なんです！
郵送などにかかっていた
手間・時間・費用が削減できます

スマホやパソコンから
申請後の処理状況が確認可能です

ほぼすべての
申請書に対応しています

●●●●

●●●●

申請書

書類

協会けんぽ千葉支部からのお知らせ

けんぽだより12月号令和7年2025 協会けんぽ以外の健康保険
組合等にご加入の事業所は
各健康保険組合等に
お問い合わせください。



〒260‐8645 千葉市中央区新町3‐13 
日本生命千葉駅前ビル2階

営業時間 平日 8:30～17:15

千葉支部

043-332-2811
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令和7年12月26日（金）17時15分まで

令和8年1月5日（月）8時30分から

協会けんぽでは、加入者の皆さまに健康保険で診療
を受けられた医療費について確認していただき、健
康や医療に対する認識を深め、健康保険事業の健全
な運営を図るため、年に一度「医療費のお知らせ」
をお送りしております。

※医療費のお知らせの作成には、医療機関等から協会けんぽに送られてく
る医療費データが必要ですが、このデータが協会けんぽに届くまでに最
短でも3か月かかります。お知らせに記載されていない医療費につきまし
ては、お手元の領収書よりご確認ください。

「医療費のお知らせ｣をお送りします
送付時期

令和8年1月13日 ～ 令和8年1月23日
送 付 先

お勤め先の事業所

対象期間

令和6年9月診療分 ～ 令和7年8月診療分

ご担当者さまへのお願い

開封せずに
従業員の皆さまにお渡しください

医
療
費
の
お
知
ら
せ

に
つ
い
て
詳
し
く
は

こ
ち
ら

重要な
お知らせ

「医療費のお知らせ」の発送は、マイナポータル等のデジタル化の推進に伴い、令和８年１月分
の送付をもって終了いたします。医療費情報のご確認は、ぜひマイナポータルをご利用ください。

年末年始は書類の提出が集中するため、通常より
も給付金の支払い等に時間がかかる場合がござい
ます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い
いたします。

協会けんぽ千葉支部は令和７年12月27日（土）～令和８年１月４日（日）まで休業させていただきます。

マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにお
いて、マイナポータル経由で取得した医療費情報等が申
告書の該当項目に自動で入力される便利な機能です。

「医療費のお知らせ」の発送は、
　今回送付分をもって 終了いたします

「医療費の
お知らせ依頼書」
はこちら※今後「医療費のお知らせ」の発行を希望される方は、その都度協会けんぽ千葉支部

　（レセプトグループ）にご連絡ください（「医療費のお知らせ依頼書」の提出が必要です）。

マイナポータル
連携をご利用

ください

※はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整
　復療養費などマイナポータル連携で取得できない情報
　もあります。
※詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

マイナポータル
連携特設ページ
（国税庁）も
ご覧ください

医療費控除の確定申告は、

年末年始における休業日のご案内

年内最終営業日

年始営業開始日

ちょー便利！

！


